
 

私立学校法施行細則に規定する別に定める様式を定める要綱（平成 20年 12月 9日付け総務第 830号 岩 

手県総務部総務室法務私学担当課長通知） 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、私立学校法施行細則（昭和42年岩手県規則第32号。以下「細則」という。）に規定する別

に定める様式を定めるものとする。 

 （様式） 

第２条 細則の規定により別に定める様式は、次の表のとおりとする。 

番号 様式の種類 様 式 関係条項 

１ 学校法人（準学校法人）寄附行為認可申請書 様式第１号 第２条、第10条 

２ 施設費及び設備費の財源調書 様式第２号 
第２条第１号、第４条、第10条、

第11条 

３ 法人全体の負債償還計画書 様式第３号 
第２条第２号、第４条、第10条、

第11条 

４ 寄附行為補充請求書 様式第４号 第３条、第10条 

５ 
学校法人（準学校法人）寄附行為変更認可申請

書 
様式第５号 第４条、第10条 

６ 学校法人（準学校法人）寄附行為変更届 様式第６号 第４条の２、第10条 

７ 解散認可（認定）申請書 様式第７号 第５条、第10条 

８ 解散届 様式第８号 第６条、第10条 

９ 合併認可申請書 様式第９号 第７条、第10条 

10 清算中に就職した清算人届 様式第 10号 第８条、第10条 

11 清算結了届 様式第 11号 第９条、第10条 

12 組織変更認可申請書 様式第 12号 第11条 

13 登記届 様式第 13号 第13条 

14 理事（監事）就任（退任）届 様式第 14号 第14条第１項 

15 理事長職務代理等開始（終了）届 様式第 15号 第14条第２項 

附 則 

１ この要綱は、私立学校法施行細則の一部を改正する規則（平成20年岩手県規則第90号）の施行の日から施行

する。 

２ この要綱に定める様式は、この要綱の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した

申請書等については、なお従前の例による。 



    附 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この要綱に定める様式は、この要綱の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した

申請書等については、なお従前の例による。 

    附 則 

１ この要綱は、令和３年12月１日から施行する。 

２ この要綱に定める様式は、この要綱の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した

申請書等については、なお従前の例による。 


